
西海市下水道事業経営戦略
概要版

（令和4年度～令和13年度）

西海市水道部



公営企業会計への移行を完了し、改めて「投資試算」及び「財源試算」の将来予
測方法を見直すことで、経営健全化や財源確保の具体的な方策を整理します。

また、使用料改定の水準を検討するとともに、平成28年度に策定した現在の経営
戦略の改定を行って新たな経営戦略を策定します。

策定の目的

位置づけ

計画期間

中長期的な視点から経営基盤の強化等
に取り組めるよう、令和４年度から令和
13年度の10年間を計画期間とし、計画期
間中も社会情勢の変化や計画の進捗度な
どに応じて適宜計画を再点検、見直しを
図ります。

平成28年度策定の「第２次西海市総
合計画」を基本姿勢とし、その中の基
本目標３で示される「安心して活躍で
きるまちづくり」推進の一翼を担う、
公共の下水道事業を実現するべく策定
された「西海市 下水道事業経営戦
略」の基本計画として位置づけられま
す。

第1章 経営戦略策定の趣旨

経営戦略策定の目的、位置づけ、計画期間は以下の通りです。
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特定環境保全
公共下水道

農業集落排水 漁業集落排水 地域し尿
（コミュニティ・プラント）

浄化槽※

供用開始年度 平成20年度 平成7年度 平成8年度 昭和50年度 平成15年度

経過年度（R3末時点） 13年 26年 25年 46年 18年

法適用の区分 法適(一部適用)

行政区域内人口 26,146人

処理区域内人口（供用開始
区域）

3,285人 6,173人 673人 3,416人 1,834人

普及率 12.6% 23.6% 2.6% 13.1% 7.0%

処理区域面積 120 ha 276 ha 82 ha 128 ha -

処理区域人密度 28.0 人/ha 22.9 人/ha 8.6 人/ha 28.4 人/ha -

水洗化人口 2,266人 5,411人 636人 3,346人 1,834人

水洗化率 69.0% 87.7% 94.5% 98.0% 100.0%

排除方式 分流式 分流式 分流式 分流式 合併処理

処理区数 2処理区 10処理区 3処理区 6処理区 -

処理場数（浄化槽設置数） 2処理場 10処理場 3処理場 6処理場 設置数783基

※特定地域生活排水処理事業および寄附型浄化槽事業の合算値

第2章 西海市下水道事業の概要
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令和３度末現在、本市下水道事業は、以下に概要を示す５つの事業を運営しています。



特定環境保全
公共下水道

農業集落排水 漁業集落排水 地域し尿
（コミュニティ・プラント）

浄化槽
特定地域生活排水処理

事業

経営の健全
性・効率性

類似団体よりも汚水
処理原価が高め、改
善の余地は大きい。

類似団体と比較して
経費回収率は高いも
のの100を下回る。

類似団体よりも汚水
処理原価が高め、施
設利用率が低め。

経費回収率は高いも
のの100を下回る。

類似団体よりも汚水
処理原価が高め、施
設利用率が低め。

老朽化の
状況

供用開始から13年、
老朽化は進んでいな

い

20年以上経過した資
産が多く、今後計画

的な更新が必要

20年以上経過した資
産が多く、今後計画

的な更新が必要

一部資産が取得から
50年程度経過して老
朽化しており、更新
が必要となっている

15年以上経過した資
産が多く、計画的な
更新が必要なほか、
抜本的な対策につい

ても検討が必要

経営の健全性・効率性：収益的収支比率、費回収率、汚水処理原価、施設利用率、水洗化率を基に評価
老朽化の状況 ：管渠改善率を基に評価

第2章 西海市下水道事業の概要

本市の経営状況（特に健全性・効率性）は、高い汚水処理原価を背景に改善の余地が大き
い一方で、居住地域の分散や処理区域内の人口密度の低さなど、経営努力だけでは改善が難
しい課題も抱えており、本市に最適な形での収益改善、経費削減、施設の統廃合などに取り
組んでいく必要があります。
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将来の事業環境については、令和33年度（30年間）までの予測を行っております。
有収水量の30年の長期予測（５事業合計）を見ると、人口の漸減に伴い、有収水量の減少

とそれによる減収が見込まれています。一方で、今後資産の老朽化は進み、必要な投資は増
加が予想され、事業環境は悪化していくことが見込まれます。

将来の事業環境を踏まえた課題の見える化と対策を検討する必要があります。

第3章 将来の事業環境
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収益改善を行わず、基準外繰入金（令和３年度 5.3億円）を見込まないとした場合の５事
業合計の将来の収益的収支と資本的収支を見通します。

令和５年度以降、収益的収支の損益が赤字に転じます。令和５年度時点の損益は、▲2.9億
円で、その後も損益は毎年度▲3.0億円程度で推移し、令和33年度時点の損益は、▲3.2億円
となります。

資金残高は、令和７年度以降マイナスに転じ、令和33年度時点の資金残高は、▲51.7億円
となります。

第3章 将来の事業環境
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収益的収支・損益 資本的収支・資金残高



分類 現状の課題 将来の課題

ヒト

●ヒトに依存した業務体制
経営環境が複雑化し、多岐にわたる業務知識が求
められる。
異動時には引き継ぎ負荷が高まる。

●技術職員の不足
技術職員がおらず、行政職員のみで業務を実施し
ているため、近年多発する自然災害への対応や施
設の老朽化を踏まえた適正管理に課題がある。

●職員負荷の増加
設備更新に伴う業務などの増加により職員負荷
が増加する。

モノ

●低い施設利用率
いずれの事業も類似団体平均と比較して施設利用
率が低くなっており、施設の効率的な利用に課題
がある。

●施設利用率のさらなる低下
有収水量の減少により施設利用率の低下が見込
まれる。

カネ

●低い経費回収率
経費回収率が低く、汚水処理にかかる費用が使用
料収入だけで賄えておらず、一般会計繰入金で補
填している。

●損益が赤字に転じる
基準外繰入金がない場合、令和５年度以降損益
が赤字に転じる。

●資金残高がマイナスに転じる
基準外繰入金がない場合、令和７年度以降資金
残高がマイナスに転じ、事業として成立しなく
なる。

第4章 経営課題と経営改善に向けた取り組みの基本方針

３章までで抽出した本市の経営課題を「ヒト」「モノ」「カネ」の経営資源別に、現状の
課題、将来の課題に分けて整理します。
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第4章 経営課題と経営改善に向けた取り組みの基本方針

抽出した経営課題に対して、今後の経営改善に向けて取り組んでいくための基本方針及び
具体的な取り組み例を示します。
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分類 経営課題 改善に向けた基本方針 具体的な取り組み例

ヒト

ヒトに依存した業務体制

業務の見える化・標準化・
効率化の推進、他事業・他
地域・民間との連携強化

現状に則した業務マニュアル
の整備と定期的な更新

技術職員の不足

PPP/PFIなどを活用し、不足
するリソースを補完する仕組
みづくり職員負荷の増加

モノ 低い施設利用率 施設の統廃合・最適化推進

汚水処理施設の統廃合の検討

施設更新時のダウンサイジン
グ・ダウングレード検討

カネ

低い経費回収率

経営基盤の安定化

使用料改定の検討

将来の損益赤字・
資金残高のマイナス見込み

施設の統廃合による、維持管
理コストの縮減



第5章 投資・財政計画（収支計画）

「第３章将来の事業環境」で見通した財政収支見通し（現状維持ケース）では、基準外繰
入金がない場合、収益的収支に赤字が生じ、資金残高もマイナスに転じるため事業の継続が
難しいことがわかりました。

財政的な健全性を確保した形で経営を行うために本市として達成すべき数値目標を設定し、
計画期間内の令和４年度～令和13年度の収支見通しである「投資・財政計画」を、収支が均
衡した形で策定します。
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・下水道事業の経営原則

地方財政法上の公営企業とされ、その事業に伴う収入によってその経費を賄い、自立性をもって事業を継続していく「独立採算制の原
則」が適用されます。

・経営指標

下水道経営改善ガイドラインで示されている経営指標及びランクの設定主旨とランクの判定基準を以下に示します。

サービスにより利益を受ける方が特定されるものについては、全てを税金で賄うと、サービスを受ける者と受けない者との不公平が生じ
ることから、サービスにより利益を受ける特定の方に受益の範囲内で使用料などを負担していただくこと（受益者負担の原則）を基本的な
考え方としています。

（参考）

※ 経費回収率とは、使用料で回収すべきとされる汚水処理費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標 （使用料収入÷汚水処理費×100）

下水道経営の現状・課題 対応する経営指標

・人口減少による既存整備区域の収入減少
経費回収率（％）

・一般会計繰入金に依存した経営

経営指標 Aランク Bランク Cランク

経費回収率（％） 100％以上 80％以上100％未満 80％未満



第5章 投資・財政計画（収支計画）
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「投資・財政計画」の策定に当たっては、下水道経営改善ガイドラインで示されている経
費回収率80％や本市独自の基準に基づく数値目標値の設定を行い、複数のシミュレーション
について検討します。

なお、すべてのシミュレーションにおいて、工事費等の支払によりキャッシュに不足を生
じないよう、資金残高の目標値は「次年度建設改良費の額を確保」する水準とします。

シミュレーション別目標値設定

※1 管渠費、処理場費、浄化槽費（浄化槽設置補助金を除く）など汚水処理に最低限必要な経費

※2 ※3 総務省令和２年度決算 経営比較分析表より

ケース 目標値

財源確保ケース① 予測最終年度である令和33年度において、経費回収率 80% を目指す

財源確保ケース② 予測最終年度である令和33年度において、維持管理費 ※1 のみの経費回収率 80% を目指す

財源確保ケース③ 長崎県内他事業体（長崎市）の使用料水準（ 201.7円/㎥ ）※2 を目指す

財源確保ケース④ 全国類似事業体使用料平均水準（ 175.8円/㎥）※3 を目指す



令和2年度 令和8年度 令和11年度 令和13年度

R8: 19％ 4,953円(税込)

R13: 19% 現在の1.5倍程度

令和33年度維持管理費
※

のみの R8: 13％ 4,466円(税込)

経費回収率80% R13: 13% 現在の1.4倍程度

令和33年度維持管理費※のみの 4,477円(税込)

経費回収率80% 現在の1.4倍程度

長崎県内他事業体（長崎市）の R8: 27％ 4,664円(税込)

使用料水準（201.7円/m3） R13: 5% 現在の1.4倍程度

全国類似事業体使用料 4,076円(税込)

平均水準（175.8円/m3 ） 現在の1.3倍程度

（参考）

R8: 24％ 5,378円（税込）

R13: 24% 現在の1.7倍程度

－

－ 令和33年度経費回収率100% 50.7% 57.8% － 68.0%

R8: 11％

現状維持 － 50.7% 46.6% － 44.2% －

ケース③ 50.7% 59.2% － 59.0%

ケース④ 50.7% 51.8% － 51.5%

ケース②-1 75.6% 64.1% 79.7% 78.2% R11: 28％

62.6%

ケース② 75.6% 72.4% － 78.0%

ケース 目標値

経費回収率 使用料

改定年度

及び改定率

令和13年度時点の

20㎥あたり使用料

ケース① 令和33年度経費回収率80% 50.7% 55.5% －

第5章 投資・財政計画（収支計画）
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投資財政計画（収支計画）まとめ

備考 令和３年度の経費回収率は 51.9％、条例上の20㎥あたり使用料は 3,257円



第5章 投資・財政計画（収支計画）
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なお、本市にとって財源確保ケース②が望ましいという結果が得られましたが、一方で、
令和８年度と令和13年度に使用料改定が必要で、 10年間で２度の使用料改定を行うこととな
ります。

シミュレーションの結果、各ケースの令和13年度時点の使用料水準は、次のとおりとなり
ます。

使用料算定期間は、一般的には３～５年程度に設定することが妥当とされていますが、頻
繁な使用料改定は使用者に対する影響が大きいため、財源確保ケース②を基にした「財源確
保ケース②-1」として使用料改定を１回としたケースが望ましい水準といえます。

投資財政計画（収支計画）まとめ

財源確保ケース① 4,953円 現在の1.5倍程度
財源確保ケース② 4,466円 現在の1.4倍程度
財源確保ケース③ 4,664円 現在の1.4倍程度
財源確保ケース④ 4,076円 現在の1.3倍程度

いずれのケースの目標値も本市下水道事業としての妥当性があるものですが、財源確保
ケース③及び、財源確保ケース④は、他の事業体の使用料改定により変動するため、本市独
自の財源確保ケース①及び、財源確保ケース②を採用し、最も使用料の改定幅が抑えられて
いる財源確保ケース②が望ましい水準といえます。

財源確保ケース②-1 4,477円 現在の1.4倍程度
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第5章 投資・財政計画（収支計画）
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投資財政計画（収支計画）まとめ
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第5章 投資・財政計画（収支計画）

投資・財政計画（収支計画） 財源確保ケース②-１



下水道処理施設の効率的な維持管理のため、PPP/PFI手法の一つである「包括的民
間委託」の検討を進めます。

（例）管路管理の包括的民間委任における対象業務

第5章 投資・財政計画（収支計画）

投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組を示します。
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出典：国交省 下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン（令和2年3月）

●民間活用の取組（PPP/PFIなど）



16

第5章 投資・財政計画（収支計画）

処理区において人口減少が予測され、有収水量の減少による施設利用率の低下や、
下水道使用料の減収のほか、施設・設備の老朽化による維持管理費の増加が見込ま
れます。

現在、地域し尿事業は施設の統廃合を進めていますが、それ以外の事業について
も施設の適正な管理と維持管理費の削減のため、国の補助金を活用しながら施設統
廃合の検討を進めます。

今後、市が管理する浄化槽の経年劣化により、修繕費の増加が予測されます。現
状においても維持管理費を使用料収入では賄えていないため、今後の浄化槽事業の
あり方について検討を進めます。

●施設の統廃合

●浄化槽事業の見直し
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第6章 経営戦略の事後検証及び更新等に関する事項

今回検討した今後の経営改善に向けた具体的な取り組みと取り組み時期を整理します。

基本方針 具体的な取り組み内容 取り組み時期

①業務マニュアルの整備と定期的な更新 令和４年度から着手する

②PPP/PFIの活用検討
令和４年度から具体的な事例調査を開始

する

③汚水処理施設の統廃合 令和４年度から着手し継続的に検討する

④設備更新時のダウンサイジング・ダウン

グレード検討
令和４年度から着手し継続的に検討する

⑤使用料改定の検討
令和11年度の改定に向け令和９年度から

検討を開始する

⑥汚水処理施設の統廃合による維持管理コ

ストの縮減
令和４年度から着手し継続的に検討する

⑦経営戦略の進捗管理 令和４年度から毎年度行う

⑧経営戦略の見直し 令和８年度に見直しを行う

業務の見える化・標準化・効率化

施設の統廃合・最適化推進

経営基盤の安定化
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第6章 経営戦略の事後検証及び更新等に関する事項

今後の経営改善に向けた具体的な取り組みと取り組み時期のロードマップを示します。

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

改定

経営基盤の安定化

⑤使用料改定の検討 検討

⑥汚水処理施設の統廃合による維

持管理コストの縮減

⑦経営戦略の進捗管理

⑧経営戦略の見直し

業務の見える化・

標準化・効率化

①業務マニュアルの整備と定期的

な更新

②PPP/PFIの活用検討

施設の統廃合・最

適化推進

③汚水処理施設の統廃合

④設備更新時のダウンサイジン

グ・ダウングレード検討

R8 R9 R10 R11 R12 R13
基本方針 具体的な取り組み内容

R4 R5 R6 R7


